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政策・事業体系上の位置づけ  

 

 政策：一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会の実現 

 施策：112 男女共同参画社会の実現 

 施策の数値目標：男女共同参画意識普及度 

 

 

基本事業の目的  

【誰、何が（対象）】 

配偶者等から暴力を受けている人が 

【抱えている課題やニーズ】 

被害についての相談、身の安全の確保や自立支援を求めている 

 という状態を 

【どのような状態になることを狙っているのか（意図）】 

身近なところでＤＶ（夫や恋人等からの暴力）に対する相談や支援を受けている 

 という状態にします。 

【その結果、どのような成果を実現したいのか（結果＝施策の目的）】 

県民一人ひとりが性別にとらわれず、生き方や価値観を尊重し合いながら、社会のあらゆる分野で

共に参画している 

 

基本事業に関する各種データ 

 

基本事業目標項目及びコスト  

 

    2003 2004 2005 2006 

目標 10  100ＤＶ防止市町村ネ

ットワーク設置率

(％) 

[目標指標] 
実績 2.9  

必要概算コスト（千

円）   174,182 145,442 0 0
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予算額等（千円）   122,691 124,309  

概算人件費（千円）   51,491 21,133 0 0

所要時間（時間） 所要時間合

計(時間) 12,173 4,996 0 0

  
所管所属分

(時間) 1,831 4,996  

  
関係機関分

(時間) 10,342  

人件費単価（千円／

時間）   4.23 4.23 4.21 

必要概算コスト対

前年度（千円）    -28,740  -145,442  0

 

 

数値目標に関する説明・留意事項  

DV の防止に関し、初期相談の実施や周知・啓発などに市町村や関係機関が一体となって地域ぐるみ

で取り組む「DV 防止市町村ネットワーク」の設置市町村の割合。 

 

基本事業の評価 

 

2003 年度を振り返っての評価  

【これまでの取組と成果、成果を得られた要因と考えられること】 

●2002 年 4 月から「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、県女性相

談所を配偶者暴力相談支援センターと位置付け、ドメスティック・バイオレンス（DV）に関する相

談・支援を行いました。 

●配偶者からの暴力の防止等に関係する機関が情報や意見の交換を行う「配偶者からの暴力防止等

連絡会議」を開催し、連携をはかりながら被害者の保護や支援を行いました。 

●地域ＤＶ防止会議を 9 保健福祉部全てに設置し、周知・啓発と地域での取組を進めました。 

 

【前年度に残った課題、その要因と考えられること】 

●通報制度や配偶者暴力相談支援センターにおける支援制度を周知し、相談や被害者保護を適正に

実施する。 

●そのこととともに、DV 被害そのものを防止するため、性に基づく差別や暴力のない社会の実現に

向け、教育・啓発が必要です。 

 

他の施策や重点プログラム等への貢献（総合行政の視点等）  

●ＤＶ防止法の周知と取り組み強化のため、生活部、警察、市町村等と連携します。 

 

基本事業の展開 

 

2004 年度 施策から見たこの基本事業の取組方向  

注力 総括室長の方針・指示 見直しの方向 
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事業 近年、ますます深刻化するドメスティッ

ク・バイオレンスや性別に基づく様々な困

難を乗り越えられるように、自己尊重トレ

ーニング講座等を、一部、県民局や市町村

と協働し、実施する。 

また、女性に対する暴力をなくす運動中を

中心とした期間中に、ＤＶセミナーを開催

する。 

住民への周知・啓発に努めること。シンポジウム等

は関係機関との連携を図り実施のこと。 

7,333 341 3,800 -2,883 → 改善する 間接的 中期的 F UD（ユニバーサル

デザイン）のまちづ

くり普及啓発事業費

（再掲） 

三重県バリアフリーのまちづくり推進条例

の普及啓発、キャンペーン、リーフレット

の配布、県民局等における普及啓発事業の

支援、ＵＤアドバイザーの活動支援、学校

における総合的な時間の学習支援等の実施

により、ユニバーサルデザインのまちづく

りについて県民意識を醸成します。 

学校や事業者、団体などへの啓発に重点をおき、進

めていくこと。 

121,370 39,930 3,200 -2,092 → 改善する 間接的 中期的 G UD（ユニバーサル

デザイン）のまちづ

くり展開事業（再掲） 
「ユニバーサルデザインのまちづくり先進

県」を目指し、県が率先して、ユニバーサ

ルデザインのまちづくりを総合行政として

定着させるとともに、市町村をはじめ地域

が主体的に取り組む環境づくりを支援し、

普及啓発、情報提供を行い、事業展開を図

ります。 

市町村や市民団体との協働により展開していくこ

と。 

4,534 -297 800 -400 ↑ 現状維持 直接的 即効性 H 母子保健衛生費補

助金（再掲） ①乳幼児健康診査等を平日に受けることが

困難な家庭に対して、休日に実施する市町

村に対して補助を行う。 

 ②乳幼児健康診査において育児支援強化

事業を実施する市町村に対して補助を行

う。 

 ③地域住民の自主的な地域活動組織を育

成する事業を実施する市町村に対して補助

を行う。 

未受診者をなくすための事業であり普及、拡大を図

ること。 

16,447 -4,935 2,000 456 ↑ 改善する 間接的 即効性 I 周産期医療システ

ム構築事業（再掲） 地域において妊娠、出産から乳幼児にいた

る、高度で専門的な医療を効果的に提供す

る総合的な周産期医療体制の整備をはか

り、安心して子どもを産み、育てることの

できる環境づくりを推進する。 

システムの拡大と有効に機能するよう各機関と連

携を図ること。 

4,330 -488 7,000 280 → 現状維持 直接的 中期的 J 健やか親子支援事

業（再掲） 安心して子どもを産み、健やかに育てるこ

とができるよう母子保健体制を整備し、乳

幼児から思春期における相談や健康教育を

実施する。 

計画の周知と取組を県民運動とすること。 

30,597 29,356 1,000 720 ↑ 改善する 直接的 即効性 K 不妊相談・治療支

援事業（再掲） 不妊に関する悩み等に対応するため「不妊

専門相談センター」において不妊に関する

相談や情報提供を行うとともに、特定不妊

治療を受けた者に対して費用の一部を助成

する。 

センター窓口と助成事業の周知・啓発に努めるこ

と。 

L 県民健康づくり協 35,939 27,737 24,486 15,140 ↑ 現状維持 間接的 中期的 
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動事業（再掲） 県民一人ひとりが健やかで充実した生活を

送ることをめざし、三重の健康づくり総合

計画「ヘルシーピープルみえ・２１」の普

及啓発や、県民の健康づくりを社会全体で

支える社会環境の整備を進める。なお、健

康づくり総合計画の中間見直しのため、県

民健康実態調査を行う。 

引き続き、協働体制の拡張を図って行く。総合計画

の中間評価のため、目標値に対する進捗状況把握、

協働度評価等に向けた調査、分析を行う。 

5,830 -476 1,200 550 ↑ 改善する 間接的 中期的 M 地域リハビリテー

ション推進事業（再

掲） 
急性期から維持期に至る各ステージのリハ

ビリテーションが連続的、継続的に行える

よう、地域リハビリテーションが適切に提

供されるための支援体制の整備を図る。 

高齢者福祉施策との連携を図り、地域生活支援の体

制整備について重点的な取組みを行う。 

4,027 1,599 8,464 864 ↑ 現状維持 間接的 中期的 N こころのネットワ

ークづくり事業（再

掲） 
社会問題となっているこころの健康につい

て、身近でこころの健康づくりをサポート

できる人を養成し、学校、職域等との連携

を強化することによって、こころの危機に

対するサポートネットワークを構築する。

地域での支援体制整備を一層推進する。 

204,805 -36,199 2,449 0 → 現状維持 直接的 即効性 O 母子及び寡婦福祉

資金貸付金（再掲） 母子家庭の母等の経済的自立の助成と生活

の安定のため、および扶養している児童の

福祉を増進するための資金を貸し付ける。

貸付が適切に行われるよう申請時の把握を充分お

こなうとともに未集金の回収に努力すること。 

25,261 2,937 2,110 0 → 現状維持 直接的 即効性 P 母子自立支援員設

置事業費（再掲） 母子家庭および寡婦の身上相談に応じ、必

要な指導を行う母子自立支援員を設置す

る。 

市町村合併による支援員の配置等の検討を行うこ

と。 

3,027 -1,220 1,229 0 → 現状維持 直接的 即効性 Q 母子福祉協力員活

動費（再掲） 母子家庭および寡婦の福祉に関する実情の

把握を行い、各種の相談に応じる。 

母子家庭への相談・支援とともに母子寡婦福祉資金

の償還や介護人登録など協力を求めること。 

9,771 3,987 100 0 → 現状維持 間接的 即効性 R 母子福祉センター

運営委託事業費（再

掲） 
母子家庭および寡婦の自立促進をはかるた

め、母子福祉センターの運営を三重県母子

寡婦福祉連合会に委託して行う。 

就労支援が積極的に行われるよう指導すること。 

 

2003 年度をもって休廃止した事務事業（休止中含む）  

種別 事務事業名 理由 2003 年度 

予算額等（千円） 

2003 年度 

所要時間（時間）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


